
 

 

 

 

 

  

    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

○公務員宿舎の借受けの取扱いについて

平成17年３月 30日

財 理 第  1227号

改正 平成18年12月26日財理第5084号

令和元年 7月 5日同 第2378号

同 3年 3月19日同 第 951号

同 4年 3月22日同 第1167号

財務省理財局長から各財務（支）局長、沖縄総合事務局長宛

公務員宿舎の借受けについては、下記により取り扱うこととしたから、通知する。

なお、昭和 44年10月８日付蔵理第 3608号「公務員宿舎の一般借受の取扱いについて」通達

は廃止する。

おって、本通達は、本年度より実施する。

記

第１ 対象となる宿舎

本通達の対象となる宿舎は、次のとおりである。

なお、２号及び３号に規定する宿舎については、第３～第７の規定は適用しない。

１ （項）財務局（目）土地建物借料の予算科目をもって借受けする宿舎

２ （項）沖縄総合事務局（目）各省各庁公務員宿舎借上費の予算科目をもって借受けする

宿舎

３ 独立行政法人等（当該法人の財産管理規程等により居住用財産を国に使用させることが

できる法人に限る。）に出資した公務員宿舎で、国が出資後も引き続き当該法人から借り

受けて設置する合同宿舎

第２ 宿舎の借受け

１ 財務局長等（福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）は、第１の１

号及び２号に係る宿舎について、宿舎設置計画に基づき借受けの方法により宿舎を設置す

るときは、当該省庁（官署）から宿舎の借受けに関する資料の提出を求め、貸主との間に

おいて宿舎の借受けに関する契約を行うものとする。

２ 設置された借受宿舎の翌年度以降における借受契約は、当該宿舎の借受契約を解除する

ときまで、更新手続を行うものとする。この場合において、継続借受に係る宿舎の毎年度

宿舎設置計画の決定はあったものとする。

第３ 借料の増額



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１ 財務局長等は、借受宿舎の借料の増額をしようとするときは、別表第１号様式により、

借受宿舎の借料増額要求に借料算定調書を添付して当該年度の８月末日までに理財局長

に提出し、その承認を得るものとする。

２ 財務局長等は、前号の提出期限後において、やむを得ない事由により、当該年度に借料

の増額をしようとするときは、次の事項を記載した申請書を理財局長に提出し、その承認

を得るものとする。

（１）借受原票の整理番号

（２）省庁名及び官署名

（３）貸主の氏名

（４）変更前及び変更後の借料月額並びに借料年額

（５）当該年度に借料の増額をしようとする理由

（６）借料算定の基礎

第４ 借受宿舎の所属の変更等

１ 財務局長等は、借受宿舎の所属の変更があったときは、すみやかに次の事項を理財局長

に報告するものとする。

（１）変更前及び変更後の借受原票の整理番号

（２）変更前及び変更後の省庁名及び官署名

（３）所属変更の年月日

（４）借受宿舎の所属変更の理由

２ 財務局長等は、借受宿舎の所在地、貸主の住所及び氏名並びに数量等に変更があった（第

５の２の場合を除く。）ときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告するものとする。

（１）借受原票の整理番号

（２）省庁名及び官署名

（３）変更となった事項の内容

（４）変更の理由

（５）変更の年月日

第５ 借受契約の解除

１ 財務局長等は、借受契約を解除したときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告する

ものとする。

（１）借受原票の整理番号

（２）省庁名及び官署名

（３）解約年月日

（４）その他参考となる事項

建替えにより解約となったものについては、建替宿舎の設置が掲上された宿舎設置計

画の年度及びその他の場合については解約の理由等

２ 財務局長等は、借受宿舎の一部について契約を解除しようとするときは、次の事項を記

載した申請書を理財局長に提出し、その承認を得るものとする。



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

    

（１）借受原票の整理番号

（２）省庁名及び官署名

（３）変更前及び変更後の借受宿舎の数量並びに借料年額

（４）一部解約をしようとする理由

（５）その他参考となる事項

改訂借料年額の算定基礎等

３ 財務局長等は、借受宿舎の一部について契約を解除したときは、すみやかに次の事項を

理財局長に報告するものとする。

（１）借受原票の整理番号

（２）省庁名及び官署名

（３）変更前及び変更後の借受宿舎の数量

（４）改訂年月日

第６ 借受原票の作成等

１ 借受原票の様式は、別表第２号様式とする。

２ 借受原票は、整理番号を付して、整理するものとする。

３ 借受原票の整理番号は、借受原票を各省庁別に区分し、都道府県名（北海道にあっては、

財務局、財務事務所又は出張所所在地名）及び省庁名の記号（別紙１参照）を付し、省庁

ごとに一連番号を付するものとする（別紙２例示表を参照）。

４ 財務局長等は、宿舎の借受契約（継続借受に係るものを除く。）を締結したときは、借

受原票の所要事項を記入し、理財局長に送付するものとする。

５ 財務局長等は、次の事由が生じたときは、すみやかに借受原票を修正するものとする。

（１）借料増額の承認があったとき

（２）借受宿舎の所属、所在地、貸主の住所及び氏名並びに数量等に変更があったとき

（３）借受宿舎の一部について契約を解除したとき

６ 宿舎借受契約の解除により不用となった借受原票は、借受契約分の原票と区分して管理

するものとし、借受契約解除の年度から３年間保存するものとする。

７ 保存期間を経過した原票は、廃棄するものとし、原票の整理番号は欠番とする。

第７ 自動車の保管場所の設置

独立行政法人等から新たに借り受けて合同宿舎として自動車の保管場所の設置をする場

合においては、国家公務員宿舎法第８条の２第５項により設置計画の変更が必要となるが、

事務処理の簡素合理化等を考慮し、同条同項の規定による設置計画の変更がされたものとし

て処理して差し支えない。

第８ 書面等の作成等・提出等の方法

１ 電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等（書面その他文字、図形その他の人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）につい



 

  

 

 

 

 

 

ては、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

２ 電子メール等による提出等

（1）本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについて

は、電子メール等の方法により行うことができる。

（2）上記（1）の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。



 

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

 

  

 

          

          

 

 

            

            

 

 

別紙１

記号 省 庁 名 記号 省 庁 名

１ 衆 議 院 １１ 文 部 科 学 省

２ 参 議 院 １２ 厚 生 労 働 省

３ 最 高 裁 判 所 １３ 農 林 水 産 省

４ 会 計 検 査 院 １４ 経 済 産 業 省

５ 内 閣 １５ 国 土 交 通 省

６ 内 閣 府 １６ 環 境 省

７ 総 務 省 １７ 防 衛 省

８ 法 務 省 １８ デ ジ タ ル 庁

９ 外 務 省 ２０ 復 興 庁

１０ 財 務 省 ５６ 沖 縄 総 合 事 務 局

別紙２

番 号 省 庁 名

･
･
･

（都道府県名）－（各省記号）－（整理番号）

東 京 － １ － １

千 葉 － １ － ２

衆 議 院

衆 議 院

･
･
･

大 阪 － １０ － １

京 都 － １０ － ２

財 務 省

財 務 省



別表第１号様式
令和　　年度借受宿舎の借料増額要求

財　務　局

借 受 原 票
整 理 番 号

借受宿舎使用部局
貸 主

借 受
（ 面

宿 舎
積 ） 

(A) 年度借料 
(B) 年度改

定 借 料
(C)普通財産貸
付基準の算定

値 上 額
（ Ｂ － Ａ ） 備 考

省 庁 名 官 署 名 土 地 建 物 年 額 年 額 年 額 年 額

平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 円 円 円 円

（注）１ 　「(A)」欄は、前年度支払の借料の額を記入する。
２ 　「(B)」欄は、当該年度において財務局が算定した改定すべき借料の額を記入すること。
３ 　「(C)」欄は、普通財産貸付基準に基づいて算定した場合における本年度の借料の額を記入すること。
４ 　「備考」欄は、前回値上した年度その他注記すべき事項を記入すること。



別表第２－１号様式
公　務　員　宿　舎　借　受　原　票

財　務　局

番
号

省
庁
名

官
署
名

借受地の所在地
都府
道県

市
区
郡

町
村 備

考

借受建物の建築年月日　　年　　月
貸
主

住
所

都府
道県

市
区
郡

町
村

氏
名

種
類

数 量 借 料 （ 年 額 ） 契 約 年 月 日 承 認 番 号 承 認 年 月 日

平方メートル 円  年　 　 月 　　 日 年　　　月　　　日
当初 当初 　第　　　号　

土

地

　　　・　　　・　　　　 　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

建

物

当初
戸 平方メートル

当初
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

異動 異動
　　　・　　　・　　　　

　第　　　号　
　　　・　　　・　　　　

（注）「別表第２－２号様式」と合わせて管理すること。



別表第２－２号様式
借　料　算　出　明　細　表

土 地 建 物
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